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支配株主等に関する事項について 

 

 当社の親会社である Zホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりにな

りますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2022年３月 31日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 
発行する株券等が上場されている 

金融商品取引所等 
直接 

所有分 

合算 

対象分 
計 

ソフトバンクグループ株式会社 親会社 0.0 51.0 51.0 
株式会社東京証券取引所 市場第一部（2022年

４月４日以降 同取引所 プライム市場） 

ソフトバンクグループジャパン 

株式会社 
親会社 0.0 51.0 51.0 ― 

ソフトバンク株式会社 親会社 0.0 51.0 51.0 
株式会社東京証券取引所 市場第一部（2022年

４月４日以降 同取引所 プライム市場） 

Aホールディングス株式会社 親会社 0.0 51.0 51.0 ― 

Zホールディングス株式会社 親会社 0.0 51.0 51.0 
株式会社東京証券取引所 市場第一部（2022年

４月４日以降 同取引所 プライム市場） 

Zホールディングス中間株式会社 親会社 51.0 0.00 51.0 ― 

 

２． 親会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

名称：Zホールディングス株式会社 

理由：当社へ取締役２名を派遣しており、当社の意思決定に大きな影響を与えると考えられるため。  

 

３． 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

（１） 親会社との関係 

Zホールディングス株式会社は、当社の議決権の 51.0％を直接保有している Zホールディング

ス中間株式会社の親会社であります。 

当社と Zホールディングス株式会社と当社との間では、Zホールディングス株式会社の子会社

であるヤフー株式会社が運営するオンラインショッピングモール「PayPayモール」への出店に伴

う同社への出店手数料の支払い、「Yahoo!JAPAN」をはじめとする Zホールディングス株式会社の



サービスから ZOZOTOWNへの送客等の取引があります。 

（２） 親会社等からの独立性の確保について 

当社は、親会社である Zホールディングス株式会社から 2名を当社取締役として招聘してお

り、インターネットサービス業界で培われた豊富な経験と幅広い見識から事業運営のための助

言・提言を受けております。親会社からの独立性確保については、親会社からの事業上の制約は

なく当社独自の経営判断が行える状況であること、従業員の雇用、人事、労働条件等の従業員に

関する事項においても当社の経営判断を尊重すること、取締役会決議において特別の利害関係を

有するものは当該議案の決議に参加できないこと等が明確に定められており、親会社からの一定

の独立性が確保されていると考えております。 

 

４． 支配株主等との取引に関する事項 

支配株主等との取引に関する事項につきましては、次の通りです。 

（１） ZOZOTOWN PayPayモール店の商品取扱高拡大 

2019年 12月 17日にヤフー株式会社が運営する「PayPayモール」へ ZOZOTOWNを出店いたしま

した。新たな顧客層の獲得により ZOZOTOWN PayPayモール店の売上は成長しておりますが、まだ

拡大余地が十分にあると認識しております。今後も、ZOZOTOWN PayPayモール店にも ZOZOTOWN本

店に近しい機能の拡充を進め、幅広いユーザー層に対応する ECサイトとして商品取扱高の拡大を

目指してまいります。 

（２） 開発リソースの共有 

Zホールディングス株式会社の子会社所属のエンジニアと当社所属のエンジニアの技術力の共

有により、開発スピード及び開発クオリティの向上を目指してまいります。 

（３） 決済代行サービスの利用 

PayPay株式会社が運営する決済サービス「PayPay」や、SBペイメントサービス株式会社が提供

する各種決済サービスを、ZOZOTOWN本店に導入しております。 

 

５． 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社は支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「親会社グル

ープとの間の取引の公正性維持に関する規程」を定めており、そのルールに則り運用を行っております。

支配株主等との取引においては、法令を遵守し、第三者との間で実施する同一、同種又は類似の取引と比

較して当社グループに不当に有利又は不利な条件で行われてはならないものとし、他の会社と取引を行う

場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条件等については、少数株主の

権利を不当に害することのないよう十分に検討した上で取引を実施する方針としております。 

 

以 上 


